


























































































れるよう併せて検討しています。

○最先端の５つの研究領域で世界的に卓越した研究者群による研究教育支援が受け

られます。

ｌ生体・エネルギー・物質材料領域基盤

この領域では，研究所，研究科にわたる講師陣が学際的連携を図１１生体，

エネルギー等の最先端分野が求める優れた新物質材料及び機能の創出に必要な設

計，合成，評価方法をしっかりと身につけた人材を育てます。

２．ライフ・バイオ・メディカル領域基盤

この領域は，生命・生物を対象とした領域です。医・歯・薬・農・生命科学の

大学院生の中で，既存の研究科の枠にとらわれず，新しく生命現象の神秘を探る

人材，またそれ以外の研究科の大学院生で，医・歯・薬・農・生命科学の新展開

を見いだす人材を育てます。

３．情報工学・社会領域基盤

この領域では，ナノエレクトロニクス，半導体，メモリ，ワイヤレスネットワー

ク，超広帯域伝送，画像認識・処理・圧縮・表示，言語・情報認識生命及び生

体に関する情報科学などを扱い，高度情報工学・先端材料・デバイス科学の融合

を図るとともに，ネットワークを基盤とした高度で広範な情報化社会の構築を企

画，担当指導のできる人材を育てます。

４言語・人間・社会システム領域基盤

この領域では，①言語・脳・認知に関する文理融合科学的研究，②言語・文化

に関する人文・社会科学的研究，③社会階層と不平等を通した社会システムに関

する社会科学的研究，④男女共同参画社会の法と政策研究を通した社会規範科学

的研究の４分野を主たる研究領域としており，学際的な広い視野に立って言語・

人間・社会の本質を洞察できる人材を育てます。

５．先端基礎科学領域基盤

この領域は，素粒子から原子・分子の世界，それらから構成される物質，さら

に地球・宇宙の神秘にまたがる普遍的な概念の理解と，それに基づくサイエンス

とテクノロジーについて幅広い視野を持ち，新しい分野融合的な自然科学の基礎

研究を推進し，ざらに実践的応用まで見据えることができる人材を育てます。
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了東北大学国際高等研究教育院について

ｌ組織の位置付け

東北大学国際高等研究教育院は，２１世紀の先端学問領域で，卓越した研究グルー

プに選ばれた研究者群（文部科学省の「グローバルＣＯＥプログラム」に採択きれ

た12グループ）を中核とし，各研究科から支援を受けて設置された若手研究者養成

の支援組織です。

また，この組織は，新しいタイプの異分野融合からなる新領域の学際的研究組織

の創出やグローバルＣＯＥ対応型大学院の形成を視野に入れながら，研究・教育に

様々な新しい試みを展開しようとする実践的な学内共同組織です。

２．理念

東北大学国際高等研究教育院の理念は，既存の学術領域の融合により形成された

新融合分野の研究から世界に向けて発信きれる研究成果を基盤に活動を展開しよう

とするものです。ここでは，複眼的視野で多角的にみる見方が歓迎されるとともに，

既存のデイシプリンにとらわれない考え方も尊重されます｡そして，既存の研究科・

教育部の枠にとらわれず，新たなる総合的知を創造しうる世界トップレベルの若手

研究者を養成することにあります。

３．支援の方策

国際高等研究教育院の審査に合格した修士課程又は博士課程前期２年課程（以下

｢修士課程等」という｡）の１年次学生は，２年次への進級時に「修士研究教育院生」

となり，２年次目の大学院生は，奨学金の支給，論文投稿諸費用や国際会議出席費

用等の各種支援が受けられます。

また，「修士研究教育院生」が博士課程（後期３年の課程）への進学時に国際高

等研究教育院の審査に合格した学生は、「博士研究教育院生」となり，これらの支

援のほかに研究計画に見合った研究費や研究環境又は国際インターンシップのため

の助成等が提供きれます。

ただし，学部６年課程を卒業した博士課程（医学・歯学・薬学履修課程）に入

学した者にあっては，２年次進級時に国際高等研究教育院の審査に合格した学生が

｢博士研究教育院生」となります。
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４審査の申請

修士課程等（前期２年課程）の学生で「修士研究教育院生」を志願する者は，平

成23年度入学のｌ年次に，所属する研究科・教育部所定の授業科目のほかに国際高

等研究教育院が指定する６単位以上の講義の単位を修得した上で，その修了時に所

属する研究科・教育部に申請します。国際高等研究教育院は，当該研究科・教育部

からの推薦をもとに審査を行います。学生への支援は，平成24年度になります。

また，「修士研究教育院生」で「博士研究教育院生」を志願する者（その他「修

士研究教育院生」以外の学生であって特に成績が優秀な者）は，平成24年度の進学

時等に所属する研究科・教育部に申請します。なお，学部６年課程を卒業し，博士

課程（医学・歯学・薬学履修課程）に入学した者にあっては，平成24年度の２年次

進級時に申請します。国際高等研究教育院は，当該研究科・教育部からの推薦をも

とに審査を行います。

ただし，本機構の予算が認められた場合に実施するものですので，詳しい内容は

本機構のホームページをご覧〈だ言い。

５．５つの研究領域基盤

本組織には，５つの研究領域基盤（コース）が用意されています。異分野の研究

領域に進出することを希望する学生はこの５つのコースの中から自分の予定する研

究内容に最も近いコースを選択することになります。

ｌ）生体・エネルギー・物質材料領域基盤

２）ライフ・バイオ・メディカル領域基盤

３）情報工学・社会領域基盤

４）言語・人間・社会システム領域基盤

５）先端基礎科学領域基盤

６．専任教員及び特任教員等について

各コースごとにｌ～２名程度の専任教員（５年任期）を配置し新しい研究領

域の成果をもとに斬新な専門の講義を担当するとともに，各コースのコーディネー

ター，アドバイザーとして研究支援のコアを努めます。専任教員を提供される部局

は，当該教員のポストをそのまま使用することが出来るようその方策について現在

検討しています。また，特任教員”客員教員（それぞれ２年任期）を配置し，きめ

の細かい研究支援を行います。

学生は，従来の研究科に所属したままですから，「修士研究教育院生」は各種の
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特典を受け，かつ博士課程への進学指導を所属する研究科の指導教員から受けるこ

とができます。また，博士課程の学生も所属する研究科はそのままですが，研究計

画書に基づく研究環境の整備によっては，所属以外の研究環境で研究活動を行うこ

ともあります。さらに特別研究（又は課題研究）の従来の必要単位に加えて，学

生が自主的に提案した研究テーマの達成度に対して４単位を与えるものとします。

この研究指導は，所属する研究科の指導教員がコアとなりつつ，他の研究科や他の

専攻の教員，または特任教員，客員教員がサブとなって行うこともあります。

－４８－



学生生活



１窓口の案内

各専攻の学生の各種手続きは，主に教務窓口又は次の専攻事務室で行うこと。

数学専攻………………数学専攻事務室化学専攻………化学専攻事務室

地学専攻………地学専攻事務室

灘専攻|■■物理系専攻事艫

■

修
学
Ｉ

■

保
健
衛
生
一

修学及び学生生活全般についての相談には，指導教員，専攻長，専攻事務室，大学院教務

係，学生支援係の他，キャンパスライフ支援室が応じている。

２学籍

（１）学生証と学籍番号

学生証は常に携帯すること。学生証はＩＤカードを兼ねており，図書館及び証明書の

自動発行機利用の際に必要となる。なお，紛失したときは，再交付を願い出ること。

－５１－

区分 場所 時期 備考

学
籍

休学・退学・復学
改姓・転籍

保護者等変更

現住所変更

学生証交付

教務窓口
〃

〃

〃

〃

随時
〃

〃

〃

入学時

専攻長に申し出る

再交付は随時

修
学

授業時間害Ｉ表交付

履修手続

論文提出等

他大学院等における修学

専攻事務室

ｗｅｂで登録

専攻事務室

教務窓口

４月

４月，１０月

別に指示する

随時

授
業
料
・
奨
学
金

授業料納付

授業料免除・徴収猶予.

月割分納願

日本学生支援機構等奨学金関係

経理窓口

学生支援課経済支援室

(111内北ｷｬﾝﾊﾟｽ）
教務窓口

儲１学期４ＨＩＨ~]ＯＨ

帯２学期ＩＯＨＩＨ~]lＨ

第1学期３月

第2学期９月

掲示により通知

授業料納付は，口座

引き落とし

保
健
衛
生

健康相談

定期健康診断

健康診断書

学生教育研究災害傷害保険

保健管理センター
〃

〃

ゆうちよ銀行XIj郵便局

随時

掲示により通知

随時

入学時

保健管理センター所

在地は，）||内北キャ
ンパス

振替払込

そ
の
他

大講義室使用

学科講義室使用

厚生施設使用

各種証明書

学書Ｉ証

通学証明書

学生団体旅行申込書

学友会費

理学部・理学研究科自修会費

教務窓口

専攻事務室

教務窓口

自動発行機･教務窓ロ

自動発行機

教務窓口
〃

'りうちよ銀行又は郵便局
〃

早めに申し込む
〃

２曰前に願い出

随時交付

随時交付
〃

２日前に願い出

入学時
〃

自動発行機で入手できiiい証１１１書は

交付希望日のZHiiilこ願い出

JMA交付希望H02日前|こ願い出

振替払込
〃



学籍番号は，入学時及び進学時に決定し，在学期間中は変更しない。各種願出．届出

等には，氏名とともに記入することになる。

(2)身上変更届

氏名，本籍，現住所，保護者等及び保護者等の住所に変更が生じたときは，その都度，

届け出ること。専攻によっては，専攻事務室にも申し出ることになっている。

届け出が正確でないと，諸証明書はすべて変更前のものが記載されるうえ，急を要す

る連絡ができないことになるので注意すること。

(3)休学，復学，退学の願い出

①願い出の時期

休学，復学，退学を願い出るときには，早めに指導教員に申し出るとともに，専攻

長の承認を得ること。月日を遡ることはできないので注意すること。

②「休学願出」

病気，その他の理由により，３か月以上欠席しようとするときは，「休学願｣(病気の

場合は医師の診断書を添付｡）を提出すること。

休学を願い出る期間は，原則として休学願を提出する月の翌月以降の月の初日からl

か月単位とする。具体的なことは，学則を参照するとともに教務窓口に相談すること。

③「復学願｣，「復学届」

休学期間中に休学の理由が解消したときは「復学願」を，また休学期間が満了し

たときは「復学届」を提出すること。

(4)退学の願い出

退学しようとするときは，退学願に学生証を添えて提出すること。また，退学する月

の属する学期までの授業料は，原則として納付しなければならない。

Ｓ授業料・奨学金

（１）授業料納付

授業料の納付方法は，本学指定の銀行（七十七銀行，みずほ銀行）に開設した預金口

座から引き落として納付する方式となる。

納付期限は次のとおりであり，この期曰の１週間前までに入金しておくこと。

前期分……………４月30曰後期分………10月３１日

（２）授業料の免除，徴収猶予，月割分納

経済的理由により，授業料を納付することが困難であると認められ，かつ，学業成績

が優秀であると認められる者，その他やむを得ない事情があると認められる者について

は，願い出により選考の上，授業料の全額，半額又は３分の１の額の免除が許可される

制度がある。
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授業料の免除，徴収猶予，月割分納の前期分の申請については１月に，後期分の免除申

請については７月に，学生支援課経済支援室（川内北キャンパス管理棟１階）で申請書等

を配付する。徴収猶予，月割分納については，授業料免除の申請時期に併せて受け付ける。

申請書等の配付，受付期間，審査結果等については，その都度，掲示及び下記ホームペー

ジヘの掲載等により周知する。

東北大学ホームページ

授業料免除等に関する情報http://Www2he､tohokuacjp/inenjo／

(3)奨学金

奨学金制度には，日本学生支援機構をはじめ，地方公共団体，民間団体等によるもの

がある。

①奨学生の募集

奨学生の募集については，募集通知があった都度，掲示等により周知する。

②曰本学生支援機構奨学金継続願の提出

奨学生は，毎年１～２月に，奨学金継続願を提出することになっている。提出しな

い場合，奨学金の貸与が停止又は廃止きれる。手続き期間等については，掲示等によ

り周知する。

４保健衛生，危険防止等

（１）定期健康診断

５月に定期健康診断を実施するので必ず受診すること。異常所見者には精密検査を実

施する。実施期間等は，掲示等により周知する。

なお，就職や各種申請に必要な健康診断書は，定期健康診断の結果に基づいて発行す

るので，受診しなかった学生には発行できない。

（２）特殊健康診断

①放射線取扱者特殊健康診断

放射線による障害の防止のため，年２回放射性同位元素等を取り扱う学生の皮膚，

血液及び眼等の検査を行っているので,該当する学生はもれなく受診すること。なお，

実施時期等については，その都度，掲示等により周知する。

②有機溶剤・特定化学物質取扱学生特殊健康診断

有機溶剤等による障害の防止のため，年２回有機溶剤等を取り扱う学生の血液，肝

機能等の検査を行っているので，該当する学生はもれなく受診すること。なお，実施

時期等については，その都度，掲示等により周知する。

（３）学生教育研究災害傷害保険

正課中又は課外活動中等に発生した不慮の事故により，身体に傷害等を被った場合の
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救済措置として「学生教育研究災害傷害保険」がある。

実験・実習中の事故に備え，原則として全員加入すること。

(4)正課中の事故に対する医療措置

万が一，正課中に事故が発生し，医療措置を要する場合は，本学病院において，理学

研究科負担で受診することができる。理学研究科長の発行する証明書が必要なので，直

ちに専攻・学科事務室を通じ学生支援係に申し出ること。平日の曰中以外の場合は，と

りあえず本学病院に研究・教育による事故であることを連絡し，指示を受けること。こ

の場合は，事後に専攻・学科事務室を通じ学生支援係に申し出ること。

(5)危険物等の取扱い

本研究科には，多くの危険物及び慎重な取扱いを要する装置・設備があり，一瞬の不

注意から，極めて大きな人身上の災害を招く恐れがある。学生はその使用について，使

用規則の遵守及び指導教員等の指示に従い細心かつ慎重に行うよう注意すること。

(6)事故発生時の対応

理学研究科・理学部構内（青葉山２号道路及び附属図書館北青葉山分館を含む｡）で

事故（人の死傷，盗難，火災，天災，物損（器物損壊行為を含む｡）又はこれに類する

事故）が発生し，第一発見者が学生である場合は，「東北大学大学院理学研究科・理学

部学生事故処理指針」に基づき対応すること。

緊急通報先

～学生が理学研究科・理学部構内で事故を発見，事故に遭遇したら～

Ｏ

電やく第一発見肴遭遇者〉４電
○火災及び人の死傷に関わる事故

②最寄りの専吻学科事務室及び警務員室～震蕊
①消防署へ（外線0-119）

・数学（内線6401,6402）・物理系（内線6493,6494）

・化学（内線6601,3492）・地学系（内線6645,6674）

・生物（内線6714,6715）・警務員室（内線6360,6361）

【通報内容例】

青葉山キャンパスにある東北大学理学部○○系○○棟○階○○○号室で火災が発生した（負傷者

が出た）ので，消防車（救急車）をお願いします。＜自分の電話番号を告げる＞

○
○
○

物損事故教職員又は最寄りの専攻･学科事務室及び警務員室へ

盛難最寄りの専攻･学科事務室及び警務員室へ

生命又は身体への危険

②教職員又は最寄…学科事務室及び警務員室～蕊①警察へ（外線０－１１０）
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東北大学大学院理学研究科・理学部学生事故処理指針

（目的及び運用上の注意）

第１条この指針は，理学研究科・理学部構内（青葉山２号道路及び附属図書館北青葉山分

館を含む。以下同じ｡）で，人の死傷，盗難，火災，天災，物損（器物損壊行為を含む｡）

又はこれに類する事故（以下「事故」という｡）が発生し，第一発見者が学部学生，大学

院学生，研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別研究学生（以下「学生」という｡）

である場合の取扱いを統一し，その処理を円滑に進めることを目的とする。

２本研究科・本学部の学生は，本研究科・本学部構内において事故が発生した場合は，東

北大学学生事故処理指針に基づき定めるこの指針により，適切な措置を採らなければなら

ない。

３この指針の運用に当たっては，人の生命を最優先するとともに，研究及び教育という大

学の機能に支障を来たすことのないよう留意しなければならない。

（火災）

第２条学生が火災を発見した場合は，最寄りの火災報知器で通報するとともに，近辺の研

究室等に大声で知らせ，直ちに消防署に通報し，身体の安全確保が可能なときは，近くに

いる教職員・学生と協力して，消火及び被害の拡大防止のための措置を採るものとする。

また，速やかに，事故発生区域を管轄する専攻・学科事務室及び警務員室に通報するもの

とする。

（人の死傷）

第３条学生が人の死傷に関わる事故を発見した場合は，直ちに医師又は救急車を呼ぶ等救

護の措置を採るものとする。

また，速やかに，事故発生区域を管轄する専攻・学科事務室及び警務員室に通報するもの

とする。

（物損事故）

第４条学生が物損事故を発見し，又は物損事故を起こした場合は，そのことを直ちに教職

員又は事故発生区域を管轄する専攻・学科事務室及び警務員室に通報するものとする。

（盗難）

第５条学生が盗難の現場を発見し，又は盗難に遭った場合は，そのことを直ちに事故発生

区域を管轄する専攻・学科事務室及び警務員室に通報するものとする。

（生命又は身体への危険）

第６条人の生命又は身体に危険が及び，又は及ぶおそれがある場合で，警察による措置が

直ちに必要と判断されたときは，警察に通報するとともにそのことを速やかに教職員

又は事故発生区域を管轄する専攻・学科事務室及び警務員室に通報するものとする。
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理学部・理学研究科キャンパスライフ支援室（OASIS）５

キャンパスライフ支援室

学業上，生活上のあらゆる気がかりなことについて，相談を受け付けます。
どんなさぎいなことでもお気軽にお話しくだきい゜

必要に応じて，他の窓口やサービス，専門機関を紹介することもできます。

相談内容の秘密は固く守られます。但し支援室のみでは解決できないような事柄
については，相談される方の了解を得た上で，関係する先生や委員会等と連携をは
かり対処する場合があります。

開室日時：月～金曜日（祝祭日除く）１０：００～１７：００

電話/FAX：022-795-6706

※受付のみ，メールでの相談は行いません。

メールで受け付けしますので，必ずお名前と

Ｂｍａｉｌ： soudan＠maiLsci､tohokuacjp

＊スタッフ不在時は，留守番電話，

連絡先を入れてください。

相談受付：遠山

場所：理学研究科合同棟304号室

蓬

＊自由に利用できる学習室があります。

＊お茶・コーヒー等の飲み物も用意してあり，飲食可能な学習室です。

＊ＴＡの大学院生が，月・水・金１５：００～１８：００待機しており，学習相談に応じま
す。その他学生生活等の相談も受け付けます。

※必要な場合は上記曜日以外でも対応できる場合もありますので，スタッフにご相
談ください。

開室時間：毎曰

※理学研究科合同棟は，平日夜９時～翌朝５時まで

および，土日祝祭日は終日施錠きれています。

場所：理学研究科合同棟301号室

キャンパスライフ支援室からのお知らせは，ホームページでご確認ください。

http://www・scLtohoku・acjp/oasis/index・html

※川内北キャンパスには，全学の学生を対象として学生相談所が設置きれています。
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